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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムにおいて、
　前記複数の撮像装置は、
　画像データを撮影する撮影部と、
　前記画像データを前記複数の撮像装置間で互いに前記撮影した画像データを転送する通
信部と、
　前記複数の撮像装置を識別する装置固有情報を保持する保持部と、
　前記撮像装置自らが撮影した画像データ及び前記通信部を介して転送された画像データ
を表示する表示部と、を有し、
　前記画像データ表示システムは、
　前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信部を介して転送された画像データ
又は前記一の撮像装置の撮影部において撮影された画像データが選択されたときに、選択
された画像データと同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を
用いて画像を撮影した前記撮像装置が識別可能になるように、前記一の撮像装置の表示部
に表示させる制御を実行する、制御手段を有することを特徴とする画像データ表示システ
ム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記一の撮像装置において、前記一の撮像装置により撮影した画像デ
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ータと、前記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なる色の枠を付けて
表示するように制御することを特徴とする請求項１記載の画像データ表示システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記一の撮像装置において、前記一の撮像装置により撮影した画像デ
ータと、前記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なるアイコンを付け
て表示するように制御することを特徴とする請求項１記載の画像データ表示システム。
【請求項４】
　前記装置固有情報は前記複数の撮像装置の夫々に固有の装置番号であり、前記一の撮像
装置と前記他の撮像装置の各々により撮影した画像データに該画像データを識別するため
の画像番号を付加するための画像番号付加手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の
画像データ表示システム。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記一の撮像装置と前記他の撮像装置の各々において、前記画像デー
タを前記装置番号と画像番号を含む画像データファイルとして記録することを特徴とする
請求項４記載の画像データ表示システム。
【請求項６】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法
において、
　画像データを撮影する撮影ステップと、
　前記画像データを前記複数の撮像装置間で互いに前記撮影した画像データを転送する通
信ステップと、
　前記複数の撮像装置の各々を識別する装置固有情報を前記撮影ステップにおいて撮影さ
れた画像データ及び前記通信ステップにおいて転送された画像データを表示手段に表示す
る表示ステップと、を有し、
　前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信ステップにおいて転送された画像
データ又は前記一の撮像装置の撮影ステップにおいて撮影された画像データが選択された
ときに、選択された画像データと同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装
置固有情報を用いて画像を撮影した撮像装置が識別可能になるように、前記一の撮像装置
の表示部に表示させる制御を実行する、制御ステップを有することを特徴とする画像デー
タ表示方法。
【請求項７】
　前記制御ステップは、前記一の撮像装置において、前記一の撮像装置により撮影した画
像データと、前記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なる色の枠を付
けて表示するように制御することを特徴とする請求項６記載の画像データ表示方法。
【請求項８】
　前記制御ステップは、前記一の撮像装置において、前記一の撮像装置により撮影した画
像データと、前記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なるアイコンを
付けて表示するように制御することを特徴とする請求項６記載の画像データ表示方法。
【請求項９】
　前記装置固有情報は前記複数の撮像装置の夫々に固有の装置番号であり、前記一の撮像
装置と前記他の撮像装置の各々で撮影した画像データに該画像データを識別するための画
像番号を付加するための画像番号付加ステップを備えたことを特徴とする請求項６記載の
画像データ表示方法。
【請求項１０】
　前記制御ステップは、前記一の撮像装置と前記他の撮像装置の各々において、前記画像
データを前記装置番号と画像番号を含む画像データファイルとして記録するように制御す
ることを特徴とする請求項９記載の画像データ表示方法。
【請求項１１】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法
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を、コンピュータに実行させるためのプログラムにおいて、
　前記画像データ表示方法は、
　画像データを撮影する撮影ステップと、
　前記画像データを前記複数の撮像装置間で互いに前記撮影した画像データを転送する通
信ステップと、
　前記複数の撮像装置の各々を識別する装置固有情報を前記撮影ステップにおいて撮影さ
れた画像データ及び前記通信ステップにおいて転送された画像データを表示手段に表示す
る表示ステップと、を有し、
　前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信ステップにおいて転送された画像
データ又は前記一の撮像装置の撮影ステップにおいて撮影された画像データが選択された
ときに、選択された画像データと同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装
置固有情報を用いて画像を撮影した前記撮像装置が識別可能になるように、前記一の撮像
装置の表示部に表示させる制御を実行する、制御ステップとを有するものである、ことを
特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法
をコンピュータに実行させるためのプログラム、を格納したことを特徴とする記憶媒体に
おいて、
　前記画像データ表示方法は、
　画像データを撮影する撮影ステップと、
　前記画像データを前記複数の撮像装置間で互いに前記撮影した画像データを転送する通
信ステップと、
　前記複数の撮像装置の各々を識別する装置固有情報を前記撮影ステップにおいて撮影さ
れた画像データ及び前記通信ステップにおいて転送された画像データを表示手段に表示す
る表示ステップとを有し、
　前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信ステップにおいて転送された画像
データ又は前記一の撮像装置の撮影ステップにおいて撮影された画像データが選択された
ときに、選択された画像データと同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装
置固有情報を用いて画像を撮影した前記撮像装置が識別可能になるように、前記一の撮像
装置の表示部に表示させる制御を実行する、制御ステップとを有するものであるコンピュ
ータに実行させるためのプログラム、を格納したことを特徴とする記憶媒体。
【請求項１３】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムにおける撮像装置にお
いて、
　画像データを撮影する撮影手段と、
　前記複数の撮像装置を識別する装置固有情報を保持する保持手段と、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置で撮影された画像データと前記他の撮像装置を
識別可能な装置固有情報を受信する受信手段と、
　前記撮影手段によって撮影された画像データ及び前記受信手段を介して受信された前記
他の撮像装置で撮影された画像データを表示する表示手段と、
　前記撮影手段によって撮影された画像データ又は前記受信手段を介して受信された前記
他の撮像装置で撮影された画像データが選択されたときに、選択された画像データと同じ
撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を用いて識別して、前記表
示手段に画像データを撮影した前記撮像装置が識別可能になるように表示するよう制御す
る制御手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項１４】
　相互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムで用いる撮像装置にお
いて、



(4) JP 4101043 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

　画像データを撮影する撮影部と、
　各画像データに、前記撮像装置を個別に区別するための装置番号ＩＤ及び装置個別の画
像番号である固有画像番号が付加されたものを記憶する記憶部と、
　前記装置番号ＩＤ及び固有画像番号が付加された画像データを、前記複数の撮像装置間
で互いに転送するための通信部と、
　前記撮像装置自らが撮影した画像データ及び前記通信部を介して転送された画像データ
を表示可能な表示部と、
　前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信部を介して転送された画像データ
と、前記一の撮像装置の撮影部において撮影された画像データとを、前記装置番号ＩＤ及
び固有画像番号によって区別して、個々の前記画像データを識別できるように前記撮像装
置の表示部に表示させる制御を実行する、制御部と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、撮像装置相互間において転送（コピーまたは移動）された画像データを表示
する画像データ表示システム及びその画像データ表示方法、並びにプログラム、記憶媒体
及び撮像装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、通信部を備えた撮像装置が数多く発表されている。
【０００３】
撮像装置の持つ通信部の利用例としては、複数台の撮像装置を、通信部を介して接続し、
撮影したデジタル画像データを撮像装置間で直接転送、即ち、コピーしたり、交換（移動
）したりすることが考えられる。
【０００４】
従来、銀塩カメラ等の撮像装置の場合は、その場で撮影した画像データをコピーすること
はできず、現像、プリントしたものを交換していた。
【０００５】
しかし、デジタルの撮像装置においては、直接デジタル画像データを撮像装置相互間でコ
ピーすることにより、画像データを交換することができる。
【０００６】
このような背景の元、撮像装置相互間のデジタル画像データのコピーが行われるようにな
ってきた。
【０００７】
デジタル画像データのコピーに関する識別表示としては、特開平１０－１８７９３２号に
おいて、撮像装置で撮影したデジタル画像データをパーソナルコンピュータへ転送して編
集を行い、再度、前記撮像装置へ戻した場合、デジタル画像データに編集済みのマーク（
加工フラグ）を付加することにより、オリジナルなデジタル画像データであるのか、編集
されたデジタル画像データであるのかを識別表示する技術が開示されているが、他の撮像
装置からコピーされたデジタル画像データの識別は行われておらず、デジタル画像データ
を区別して表示することはできなかった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このように、複数台の撮像装置を、通信部を介して互いに接続し、撮像装置相互間におい
てデジタル画像データをコピーした後、そのデジタル画像データを表示した場合に、自己
の撮像装置により撮影したデジタル画像データであるのか、他の撮像装置により撮影され
たデジタル画像データであるのかを容易に区別することができず、デジタル画像データを
整理して見ることが困難であった。
【０００９】
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　本発明は、上述したような従来技術の有する問題点を解消するためになされたもので、
その目的は、複数台の撮像装置により撮影された画像データを互いに転送（コピーまたは
移動）し、１台の撮像装置に纏めて表示を行う際に、画像データを容易に区別して表示す
ることができるようにした撮像装置における画像データ表示システム及びその画像データ
表示方法、並びにプログラム、記憶媒体及び撮像装置を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置における画像データ表示システムは、相
互に通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムにおいて、前記複数の撮像
装置は、画像データを撮影する撮影部と、前記画像データを前記複数の撮像装置間で互い
に前記撮影した画像データを転送する通信部と、前記複数の撮像装置を識別する装置固有
情報を保持する保持部と、前記撮像装置自らが撮影した画像データ及び前記通信部を介し
て転送された画像データを表示する表示部と、を有し、前記画像データ表示システムは、
前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、前記複数の撮像装置の内の他の撮像装
置から前記通信部を介して転送された画像データ又は前記一の撮像装置の撮影部において
撮影された画像データが選択されたときに、選択された画像データと同じ撮像装置により
撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を用いて画像を撮影した前記撮像装置が識
別可能になるように、前記一の撮像装置の表示部に表示させる制御を実行する、制御手段
を有することを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置における画像データ表示方法は、相互に
通信可能な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法において
、画像データを撮影する撮影ステップと、前記画像データを前記複数の撮像装置間で互い
に前記撮影した画像データを転送する通信ステップと、前記複数の撮像装置の各々を識別
する装置固有情報を前記撮影ステップにおいて撮影された画像データ及び前記通信ステッ
プにおいて転送された画像データを表示手段に表示する表示ステップと、を有し、前記複
数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から
前記通信ステップにおいて転送された画像データ又は前記一の撮像装置の撮影ステップに
おいて撮影された画像データが選択されたときに、選択された画像データと同じ撮像装置
により撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を用いて画像を撮影した撮像装置が
識別可能になるように、前記一の撮像装置の表示部に表示させる制御を実行する、制御ス
テップを有することを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置におけるプログラムは、相互に通信可能
な複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法を、コンピュータ
に実行させるためのプログラムにおいて、前記画像データ表示方法は、画像データを撮影
する撮影ステップと、前記画像データを前記複数の撮像装置間で互いに前記撮影した画像
データを転送する通信ステップと、前記複数の撮像装置の各々を識別する装置固有情報を
前記撮影ステップにおいて撮影された画像データ及び前記通信ステップにおいて転送され
た画像データを表示手段に表示する表示ステップと、を有し、前記複数の撮像装置の内の
一の撮像装置に対して、前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置から前記通信ステップに
おいて転送された画像データ又は前記一の撮像装置の撮影ステップにおいて撮影された画
像データが選択されたときに、選択された画像データと同じ撮像装置により撮影した画像
データのみを、前記装置固有情報を用いて画像を撮影した前記撮像装置が識別可能になる
ように、前記一の撮像装置の表示部に表示させる制御を実行する、制御ステップとを有す
るものである、ことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置における記憶媒体は、相互に通信可能な
複数の撮像装置を含む画像データ表示システムの画像データ表示方法をコンピュータに実
行させるためのプログラム、を格納したことを特徴とする記憶媒体において、前記画像デ
ータ表示方法は、画像データを撮影する撮影ステップと、前記画像データを前記複数の撮
像装置間で互いに前記撮影した画像データを転送する通信ステップと、前記複数の撮像装
置の各々を識別する装置固有情報を前記撮影ステップにおいて撮影された画像データ及び
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前記通信ステップにおいて転送された画像データを表示手段に表示する表示ステップとを
有し、前記複数の撮像装置の内の一の撮像装置に対して、前記複数の撮像装置の内の他の
撮像装置から前記通信ステップにおいて転送された画像データ又は前記一の撮像装置の撮
影ステップにおいて撮影された画像データが選択されたときに、選択された画像データと
同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を用いて画像を撮影し
た前記撮像装置が識別可能になるように、前記一の撮像装置の表示部に表示させる制御を
実行する、制御ステップとを有するものであるコンピュータに実行させるためのプログラ
ム、を格納したことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置における撮像装置は、相互に通信可能な
複数の撮像装置を含む画像データ表示システムにおける撮像装置において、画像データを
撮影する撮影手段と、前記複数の撮像装置を識別する装置固有情報を保持する保持手段と
、前記複数の撮像装置の内の他の撮像装置で撮影された画像データと前記他の撮像装置を
識別可能な装置固有情報を受信する受信手段と、前記撮影手段によって撮影された画像デ
ータ及び前記受信手段を介して受信された前記他の撮像装置で撮影された画像データを表
示する表示手段と、前記撮影手段によって撮影された画像データ又は前記受信手段を介し
て受信された前記他の撮像装置で撮影された画像データが選択されたときに、選択された
画像データと同じ撮像装置により撮影した画像データのみを、前記装置固有情報を用いて
識別して、前記表示手段に画像データを撮影した前記撮像装置が識別可能になるように表
示するよう制御する制御手段とを有することを特徴とする。
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置における撮像装置は、相互に通信可能な
複数の撮像装置を含む画像データ表示システムで用いる撮像装置において、画像データを
撮影する撮影部と、各画像データに、前記撮像装置を個別に区別するための装置番号ＩＤ
及び装置個別の画像番号である固有画像番号が付加されたものを記憶する記憶部と、前記
装置番号ＩＤ及び固有画像番号が付加された画像データを、前記複数の撮像装置間で互い
に転送するための通信部と、前記撮像装置自らが撮影した画像データ及び前記通信部を介
して転送された画像データを表示可能な表示部と、前記複数の撮像装置の内の他の撮像装
置から前記通信部を介して転送された画像データと、前記一の撮像装置の撮影部において
撮影された画像データとを、前記装置番号ＩＤ及び固有画像番号によって区別して、個々
の前記画像データを識別できるように前記撮像装置の表示部に表示させる制御を実行する
、制御部と、を有することを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の各実施の形態を、図面に基づき説明する。
【００１２】
（第一の実施の形態）
まず、本発明の第一の実施の形態を、図１～図１５に基づき説明する。
【００１３】
図１は、本実施の形態に係る撮像装置であるデジタルカメラの構成を示す正面側から見た
斜視図、図２は、同背面側から見た斜視図である。
【００１４】
尚、本実施の形態においては、撮像装置としてデジタルカメラを例示しているが、本発明
は、これに限られるものではなく、例えば、デジタルビデオカメラ等の他のデジタル画像
記録装置等も、その範疇に含まれることは言うまでもない。
【００１５】
図１及び図２において、１００はデジタルカメラ本体（撮像装置本体）、１０１は撮影用
のシャッタボタン、１０２は撮影レンズを内蔵したレンズ鏡筒、１０３は撮影用の光学フ
ァインダ、１０４はストロボ発光部、１０５は通信コネクタ、１０６は録音用の内蔵マイ
ク（マイクロフォン）、１０７は各種情報や撮影したデジタル画像データを表示するＴＦ
Ｔ液晶表示装置等から成る表示部、１０８は各種の操作スイッチ（操作部）、１０９は撮
影したデジタル画像データを記録する記録媒体（記録部）、１１０は音声や操作音再生用
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の内蔵スピーカである。
【００１６】
図３は、本実施の形態に係る撮像装置であるデジタルカメラのデジタル画像データ表示例
を示す図であり、同図は、デジタルカメラ１００を表示部１０７側（背面側）から見た状
態を示している。
【００１７】
図３において、図１及び図２と同一部分には、同一符号が付してある。
【００１８】
図３において、１００はデジタルカメラ本体、１０３は光学ファインダ、１０７は表示部
、１０８は各種の操作スイッチであり、デジタル画像再生用の再生操作部材（ＰＬＡＹ）
３０１、各種情報表示用のメニュー操作部材（ＭＥＮＵ）３０２、デジタル画像データの
選択やメニューの選択を行う第１の操作部材（←：前に戻る）３０３、デジタル画像デー
タの決定やメニューの決定を行う第２の操作部材（ＳＥＴ）３０４、デジタル画像データ
の選択やメニューの選択を行う第３の操作部材（→：後へ進む）３０５、表示部１０７に
表示するデジタル画像データの枚数を１枚または複数枚に切り替える操作を行う第４の操
作部材（ＭＵＬＴＩ）３０６、指定されたデジタル画像データを削除する第５の操作部材
（ＤＥＬ）３０７を備えている。
【００１９】
図３における表示例では、表示部１０７に９枚のデジタル画像データを表示しており、行
方向１行目表示行を３０８、同２行目表示行を３０９、同３行目表示行を３１０とし、列
方向１列目表示行を３１１、同２列目表示行を３１２、同３列目表示行を３１３とし、そ
れぞれの画像を行列で示すものとする。即ち、左上の画像は「画像（３０８，３１１）」
、右下の画像は「画像（３１０，３１３）」、中央の画像は「画像（３０９，３１２）」
で示す。
【００２０】
また、図３において、３１４はデジタル画像データ選択用カーソル、３１５はスクロール
バーであり、デジタルカメラ１００に記録されているデジタル画像データ全体における現
在表示しているデジタル画像データの大まかな位置関係を示している。
【００２１】
図４は、図３における表示部１０７に表示されているデジタル画像データの内のある一つ
、即ち、「図３における画像（３０９，３１２）」の拡大図である。同図において、４０
０は選択用カーソルであり、図３の第１及び第３の操作部材３０３，３０５を操作するこ
とにより、前の画像「図３における画像（３０８，３１１）」、または、次の画像「図３
における画像（３１０，３１３）へ移動する。また、４０１はデジタルカメラを識別する
色付き枠、４０２はデジタル画像データである。
【００２２】
図５は、デジタルカメラ１００の内部構造を示すブロック図であり、同図において、上述
した図１及び図２と同一部分には、同一符号が付してある。
【００２３】
図５において、１００はデジタルカメラ、１００ａは別のデジタルカメラ、１０２はレン
ズ鏡筒、１０５は通信コネクタ、１０５ａは別のデジタルカメラ１００ａの通信コネクタ
、１０６は内蔵マイク、１０７は表示部、１０８は操作スイッチ、１０９は記録媒体（記
録部）、１１０は内蔵スピーカである。
【００２４】
また、５００はマイクロコンピュータ（制御部）、５０１はフラッシュＲＯＭ（リードオ
ンリーメモリ）、５０２はメモリ、５０３はレンズ制御部、５０４は絞り制御部、５０５
はシャッタ制御部、５０６は撮像素子制御部、５０７は第１の(画像用)Ａ／Ｄ変換部、５
０８は画像処理部、５０９は第２の(音声用)Ａ／Ｄ変換部、５１０は第１の信号処理部、
５１１は第２の信号処理部、５１２は表示制御部、５１３は第３の信号処理部、５１４は
Ｄ／Ａ変換部、５１５は通信制御部である。
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【００２５】
図５において、フラッシュＲＯＭ５０１に格納されている制御プログラムは、マイクロコ
ンピュータ５００により実行される。
【００２６】
フラッシュＲＯＭ５０１に格納されている制御プログラムの静止画撮影機能を実行すると
、シャッタボタン１０１（図１及び図２参照）を押下することで、レンズ制御部５０３、
絞り制御部５０４及び、撮像素子制御部５０６により、画像データを撮像素子から取り込
み、第１のＡ／Ｄ変換部５０７及び画像処理部５０８を経て、フォーカス情報及び露出情
報を演算し、レンズ鏡筒１０２を作動させてフォーカス合わせ（オートフォーカス）及び
露出合わせ（自動露出）を行う。このようにして撮影準備が完了すると、絞り制御部５０
４及びシャッタ制御部５０５により、所定の露出制御値で前記撮像素子へ露光を行う。こ
の撮像素子へ露光された画像データは、撮像素子制御部５０６により前記撮像素子から読
み出され、第１のＡ／Ｄ変換部５０７によりアナログ出力からデジタルデータに変換され
、画像処理部５０８によりデジタル画像データが作成されて、このデジタル画像データは
、メモリ５０２に一時的に格納される。このメモリ５０２に格納されたデジタル画像デー
タは、記録媒体１０９に記録される。また、撮影時の設定により、メモリ５０２に格納さ
れたデジタル画像データは、第２の信号処理部５１１により表示用に変換され、表示制御
部５１１により表示部１０７へ表示することも可能である。また、デジタルカメラ１００
は、内蔵マイク１０６及び内蔵スピーカ１１０を備えており、動画撮影及び再生も可能で
ある。
【００２７】
また、フラッシュＲＯＭ５０１に格納された制御ソフトウェアの動画撮影機能を実行する
と、シャッタボタン１０１（図１及び図２参照）を押下することで、レンズ制御部５０３
、絞り制御部５０４及び、撮像素子制御部５０６により画像データを前記撮像素子から取
り込み、第１の(画像用)Ａ／Ｄ変換部５０７及び画像処理部５０８を経て、フォーカス情
報及び露出情報を演算し、レンズ鏡筒１０２を作動させてフォーカス合わせ（オートフォ
ーカス）及び露出合わせ（自動露出）を行い、絞り制御部５０４及びシャッタ制御部５０
５により所定の露出制御値で前記撮像素子へ露光を行う。この撮像素子へ露光された画像
データは、撮像素子制御部５０６により前記撮像素子から読み出され、第１の(画像用)Ａ
／Ｄ変換部５０８によりアナログ出力からデジタルデータに変換され、画像処理部５０８
によりデジタル画像データが作成され、このデジタル画像データは、メモリ５０２に一時
的に格納される。このメモリ５０２に格納されたデジタル画像データは、動画データとし
て記録媒体１０９に記録される。また、画像撮影に同期して内蔵マイク１０６から入力さ
れた音声データは、第２の(音声用)Ａ／Ｄ変換部５０９によりアナログデータからデジタ
ルデータへ変換され、第１の信号処理部５１０によりフィルタリング処理が施された後、
メモリ５０２に一時的に格納される。このメモリ５０２に格納された音声データは、動画
データとして記録憶媒体１０９に記録される。また、シャッタボタン１０１が押下されて
いる間、所定のタイミング（フレームレート）に同期して画像の取り込みが繰り返し行わ
れ、動画撮影が行われる。動画撮影中は、その撮影した画像データからフォーカス情報及
び露出情報を演算し、レンズ鏡筒１０２を作動させてフォーカス合わせ（オートフォーカ
ス）及び露出合わせ（自動露出）を継続的に行っている。
【００２８】
また、フラッシュＲＯＭ５０１に格納された制御ソフトウェアの動画再生機能を実行する
と、操作スイッチ１０８を操作することで、記録媒体１０９に記録された動画データがメ
モリ５０２へ一時的に読み込まれ、画像データは、所定のタイミング（フレームレート）
に同期して、第２の信号処理部５１１により表示用に変換され、表示制御部５１２により
表示部１０７へ表示される。
【００２９】
音声データは、画像データに同期して第３の信号処理部５１３により再生用に信号処理さ
れ、Ｄ／Ａ変換部５１４によりアナログ変換された後、内蔵スピーカ１１０により再生さ
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れる。
【００３０】
また、フラッシュＲＯＭ５０１に格納された制御ソフトウェアの通信機能を実行すると、
通信制御部５１５により通信コネクタ１０５，１０５ａを通して別のデジタルカメラ１０
０ａと通信を行い、画像データのコピーや転送を行うことができる。
【００３１】
次に、本実施の形態に係る複数台のデジタルカメラにより撮影操作を行った場合の処理動
作を、図６及び図７を用いて説明する。
【００３２】
図６は、本実施の形態に係る複数台のデジタルカメラにより撮影されたデジタル画像デー
タの管理方法を示す図であり、同図において、各々のデジタルカメラ（１）６０１、デジ
タルカメラ（２）６０２、デジタルカメラ（３）６０３、デジタルカメラ（４）６０４、
デジタルカメラ（５）６０５は、それぞれ装置固有の番号（装置番号）を保持している。
これらのデジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５は、デジタルカメラ１００に対応す
るものである。
【００３３】
デジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５により、前記撮影操作を行うことにより撮影
を行い、デジタル画像データを記録媒体１０９へ記録する際に、装置個別に画像番号を一
意に発生し、画像番号としてデジタル画像データの識別管理を行う。デジタル画像データ
には、装置番号及び装置個別に発生した画像番号（固有画像番号）を記憶しておくものと
する。
【００３４】
図７は、図６に示す複数台のデジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５により撮影操作
を行った場合の処理動作の流れを示すフローチャートである。
【００３５】
図７において、図６に示すデジタルカメラ（１）６０１において１枚撮影動作を行うと、
図６に示すように装置個別の画像番号０００１が発行(発番)され、画像番号０００１とし
てデジタル画像データが管理され、装置番号ＩＤ：０００１及び固有画像番号０００１が
書き込まれる（ステップＳ７０１）。
【００３６】
また、図６に示すデジタルカメラ（２）６０２において１枚撮影動作を行うと、図６に示
すように装置個別の画像番号０００１が発行され、画像番号０００１としてデジタル画像
データが管理され、装置番号ＩＤ：０００２及び固有画像番号０００１が書き込まれる（
ステップＳ７０２）。続いて、デジタルカメラ（２）６０２において、更に１枚撮影動作
を行うと、装置個別の画像番号０００２が発行され、画像番号０００２としてデジタル画
像データが管理され、装置番号ＩＤ：０００２及び固有画像番号０００２が書き込まれる
（ステップＳ７０３）。
【００３７】
また、図６に示すデジタルカメラ（３）６０３において１枚撮影動作を行うと、図６に示
すように装置個別の画像番号０００１が発行され、画像番号０００１としてデジタル画像
データが管理され、装置番号ＩＤ：０００３及び固有画像番号０００１が書き込まれる（
ステップＳ７０４）。
【００３８】
また、図６に示すデジタルカメラ（４）６０４において既に装置個別の画像番号０００１
が発行されている場合に１枚撮影動作を行うと、図６に示すように装置個別の画像番号０
００２が発行され、画像番号０００２としてデジタル画像データが管理され、装置番号Ｉ
Ｄ：０００４及び固有画像番号０００２が書き込まれる（ステップＳ７０５）。続いて、
デジタルカメラ（４）６０４において更に１枚撮影動作を行うと、装置個別の画像番号０
００３が発行され、画像番号０００３としてデジタル画像データが管理され、装置番号Ｉ
Ｄ：０００４及び固有画像番号０００３が書き込まれる（ステップＳ７０６）。
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【００３９】
更に、図６に示すデジタルカメラ（５）６０５）において既に装置個別の画像番号００１
～０００４が発行されている場合に１枚撮影動作を行うと、図６に示すように装置個別の
画像番号０００５が発行され、画像番号０００５としてデジタル画像データが管理され、
装置番号ＩＤ：０００５及び固有画像番号０００５が書き込まれ（ステップＳ７０７）、
その後、本処理動作を終了する。
【００４０】
次に、本実施の形態に係る複数台のデジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５により１
枚コピー操作を行った場合の処理動作を、図６及び図８を用いて説明する。
【００４１】
図８は、図６に示す複数台のデジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５により１枚コピ
ー操作を行った場合の処理動作の流れを示すフローチャートである。
【００４２】
図８において、図６に示す各デジタルカメラ相互間における１枚のデジタル画像データの
コピーは、転送先において、装置個別の画像番号を発行し（ステップＳ８０１）、次に、
転送元の装置番号ＩＤ及び固有画像番号をコピーし（ステップＳ８０２）、次に、画像デ
ータをコピー（ステップＳ８０３）することにより行われ、その後、本処理動作を終了す
る。
【００４３】
次に、本実施の形態に係る複数台のデジタルカメラによりコピー操作を行った場合の処理
動作を、図９及び図１０を用いて説明する。
【００４４】
図９は、図６に示す各デジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５により撮影したデジタ
ル画像データと、各デジタルカメラ（１）６０１～（５）６０５と別のデジタルカメラと
を、通信部である通信コネクタを介して接続した状態を示す図であり、同図において、図
６と同一部分には同一符号が付してある。
【００４５】
図９において、６００は別のデジタルカメラ（０）、６０１～６０５はデジタルカメラ（
１）～（５）、９０１はデジタルカメラの接続ラインである。別のデジタルカメラ（０）
６００は、図５のデジタルカメラ（０）１００ａに対応するものである。
【００４６】
図１０は、図９に示す複数台のデジタルカメラ（０）６００～（５）６０５によるコピー
操作を行った場合の処理動作の流れを示すフローチャートである。
【００４７】
図１０において、図９に示す各々のデジタルカメラ６０１～６０５から別のデジタルカメ
ラ（０）６００に通信部である通信コネクタ１０５，１０５ａを介してデジタル画像デー
タを転送する（ステップＳ１００１）。次に、図９に示すデジタルカメラ（１）６０１の
記録媒体１０９に記録されている画像番号０００１のデジタル画像データを、図９に示す
デジタルカメラ（０）６００に、記録媒体１０９によりコピーする（Ｓ１００１）。次に
、図９に示すデジタルカメラ（０）６００は、図６に示すように装置個別の画像番号００
０１が発行され（ステップＳ１００２）、次に、コピーされたデジタル画像データは、画
像番号０００１として管理され、装置番号ＩＤ：０００１及び固有画像番号０００１が書
き込まれる（ステップＳ１００３）。
【００４８】
続いて、図９に示すデジタルカメラ（２）６０２の記録媒体１０９に記録されている画像
番号０００１のデジタル画像データを、図９に示すデジタルカメラ（０）６００に、記録
媒体１０９によりコピーする（ステップＳ１００４）。図９に示すデジタルカメラ（０）
６００は、既に装置個別の画像番号０００１が発行されているので、装置個別の画像番号
０００２が発行され（ステップＳ１００５）、コピーされた１枚目のデジタル画像データ
「デジタルカメラ（２）６０２の画像番号０００１」は、画像番号０００２として管理さ
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れ、装置番号ＩＤ：０００２及び固有画像番号０００１が書き込まれる（ステップＳ１０
０６）。
【００４９】
続いて、図９に示すデジタルカメラ（２）６０２の記録媒体１０９に記録されている画像
番号０００２のデジタル画像データを、図９に示すデジタルカメラ（０）６００に、記録
媒体１０９によりコピーする（ステップＳ１００７）。
【００５０】
次に、装置個別の画像番号０００３が発行され（ステップＳ１００８）、コピーされた２
枚目のデジタル画像データ「デジタルカメラ（２）６０２の画像番号０００２」は、画像
番号０００３として管理され、装置番号ＩＤ：０００２及び固有画像番号０００２が書き
込まれる（ステップＳ１００９）。
【００５１】
続いて、図９に示すデジタルカメラ（３）６０３の記録媒体１０９に記録されている画像
番号０００１のデジタル画像データをデジタルカメラ（０）６００に、記録媒体１０９に
よりコピーする（ステップＳ１０１０）。デジタルカメラ（０）６００は、既に装置個別
の画像番号０００１～０００３が発行されているので、装置個別の画像番号０００４が発
行され（ステップＳ１０１１）、コピーされたデジタル画像データは、画像番号０００４
として管理され、装置番号ＩＤ：０００３及び固有画像番号０００１が書き込まれ（ステ
ップＳ１０１２）、その後、本処理動作を終了する。
【００５２】
次に、図９に示す複数台のデジタルカメラにより撮影操作を行った場合の処理動作を、図
９及び図１１を用いて説明する。
【００５３】
図１１は、図９に示す複数台のデジタルカメラにより撮影操作を行った場合の処理動作の
流れを示すフローチャートである。
【００５４】
前記図１０のステップＳ１０１２において、装置番号ＩＤ：０００３及び固有画像番号０
００１が書き込まれた時点で、通信部である通信コネクタ１０５５，１０５ａを外して、
図９に示すデジタルカメラ（０）６００により２枚撮影を行うと、このデジタルカメラ（
０）６００において、既に装置個別の画像番号０００１～０００４が発行されているので
、１枚撮影動作を行うと、装置個別の画像番号０００５が発行され、画像番号０００５と
してデジタル画像データが管理され、装置番号ＩＤ：００００及び固有画像番号０００５
が書き込まれる（ステップＳ１１０１）。続いて、デジタルカメラ（０）６００により更
に１枚撮影動作を行うと、装置個別の画像番号０００６が発行され、画像番号０００６と
してデジタル画像データが管理され、装置番号ＩＤ：００００及び固有画像番号０００６
が書き込まれ（ステップＳ１１０２）、その後、本処理動作を終了する。
【００５５】
次に、図９に示す本実施の形態に係る複数台のデジタルカメラによるコピー操作を行った
場合の処理動作を、図９及び図１２を用いて説明する。
【００５６】
図１２は、図９に示す複数台のデジタルカメラによりコピー操作を行った場合の処理動作
の流れを示すフローチャートである。
【００５７】
前記図１１における撮影終了後、通信部である通信コネクタ１０５，１０５ａを接続して
更にコピーを行うと、図９に示すデジタルカメラ（４）６０４の記録媒体１０９に記録さ
れている画像番号０００２のデジタル画像データが図９に示すデジタルカメラ（０）６０
０に、記録媒体１０９によりコピーされる（ステップＳ１２０１）。このデジタルカメラ
（０）６００は、既に装置個別の画像番号０００１～０００６が発行されているので、装
置個別の画像番号０００７が発行され（ステップＳ１２０２）、コピーされた１枚目のデ
ジタル画像データ「デジタルカメラ（４）６０４の画像番号０００２」は、画像番号００



(12) JP 4101043 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

０７として管理され、装置番号ＩＤ：０００４及び固有画像番号０００２が書き込まれる
（ステップＳ１２０３）。次に、図９に示すデジタルカメラ（４）６０４の記録媒体１０
９に記録されている画像番号０００３のデジタル画像データを図９に示すデジタルカメラ
（０）６００に、記録媒体１０９によりコピーする（ステップＳ１２０４）。次に、装置
個別の画像番号０００８が発行され（ステップＳ１２０５）、コピーされた２枚目のデジ
タル画像データ「（デジタルカメラ（４）６０４の画像番号０００３）は、画像番号００
０８として管理され、装置番号ＩＤ：０００４及び固有画像番号０００３が書き込まれる
（ステップＳ１２０６）。
【００５８】
最後に、図９に示すデジタルカメラ（５）６０５の記録媒体１０９に記録されている画像
番号０００５のデジタル画像データをデジタルカメラ（０）６００３００に、記録媒体１
０９によりコピーする（ステップＳ１２０７）。次に、デジタルカメラ（０）６００は、
既に装置個別の画像番号０００１～０００８が発行されているので、装置個別の画像番号
０００９が発行され（ステップＳ１２０８）、コピーされたデジタル画像データは、画像
番号０００９として管理され、装置番号ＩＤ：０００５及び固有画像番号０００５が書き
込まれ、（ステップＳ１２０９）、その後、本処理動作を終了する。
【００５９】
このようにして、図９に示すデジタルカメラ（１）６０１～デジタルカメラ（５）６０５
において、同一の画像番号を持ったデジタル画像データを別のデジタルカメラ（０）６０
０へコピーし、途中でデジタルカメラ（０）６００により撮影動作を行っても、お互いの
デジタル画像データを上書きすることなく、デジタル画像データのコピー及び撮影が可能
となる。
【００６０】
図１３は、このようにしてコピー及び撮影動作を行った結果、デジタルカメラ（０）６０
０において管理されている画像データを示す図である。
【００６１】
図１３において、デジタルカメラ（０）６００の記録媒体１０９に記録されているデジタ
ル画像データを、デジタルカメラ（０）６００の管理する画像番号順に表示部１０７へ表
示した状態が図３である。
【００６２】
図１３のデジタルカメラ（０）６００が、図３に示すようにデジタル画像データを表示す
る場合の処理動作について、図１４及び図１５を用いて説明する。
【００６３】
まず、図１４に基づき説明する。
【００６４】
図１３に示すデジタルカメラ（０）６００が、図３に示すようにデジタル画像データを表
示するには、表示すべき画像番号（＝０００１）を選択し（ステップＳ１４０１）、その
表示すべき画像番号の画像データを１枚表示し（ステップＳ１４０２）、次に、表示すべ
き画像番号を更新（＋１）し（ステップＳ１４０３）、次に、１画面分の表示が終了しな
い場合は、前記ステップＳ１４０２へ戻り、また、１画面分の表示が終了した場合は、本
処理動作を終了する。
【００６５】
次に、図１５に基づき説明する。
【００６６】
図１３に示すデジタルカメラ（０）６００が、図３に示すようにデジタル画像データを表
示するには、記録媒体１０９から画像番号順にデジタル画像データを読み出し、その内部
に記録されている装置番号を判定し（ステップＳ１５０１）、この装置番号に対応した枠
の色を決定し（ステップＳ１５０２）、図５に示すように、枠の表示（ステップＳ１５０
３）と画像データの表示（ステップＳ１５０４）とを、それぞれ実行した後、本処理動作
を終了する。
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【００６７】
このように、複数台のデジタルカメラにより撮影したデジタル画像データを、一つのデジ
タルカメラにコピーし、その後、デジタル画像データを再生する際に、どのデジタルカメ
ラで撮影されたものであるかを、区別して表示することができる。
【００６８】
（第二の実施の形態）
次に、本発明の第二の実施の形態を、図１６～図２０に基づき説明する。
【００６９】
図１６は、本実施の形態に係る撮像装置であるデジタルカメラにおけるデジタル画像デー
タの表示例を示す図であり、同図において、上述した第１の実施の形態における図３と同
一部分には、同一符号が付してある。図１６において、１６０１は取り出されるデジタル
画像データである。
【００７０】
図１７は、図１６の表示部１０７に表示されているデジタル画像データの内の一つ、即ち
、デジタル画像データ１６０１の拡大図である。同図において、デジタル画像データ１６
０１の表示は、撮像装置識別用の色付きアイコン１７０１、撮像装置の使用者名１７０２
、撮像装置固有の固有画像番号１７０３、表示している撮像装置内で画像識別用に用いて
いる画像番号１７０４及び選択用カーソル１７０５により構成されている。また、図１７
において、１７０６はデジタル画像データである。
【００７１】
図１６においては、以下の表（１）に示すような色付けでアイコンが表示され、各画像が
識別表示されている。
【００７２】
【表１】

【００７３】
図１６の画像表示状態において、第１及び第３の操作部材３０３，３０５を用いて画像デ
ータを選択し、該選択された画像と同じデジタルカメラにより撮影されたデジタル画像デ
ータ、即ち、同じ装置番号を持つデジタル画像データのみを選択表示させることが可能で
ある。
【００７４】
図１８は、図１６において、マイカメラの任意の画像を選択して、マイカメラ（装置番号
ＩＤ：０００１）により撮影されたデジタル画像データのみを表示した状態を示す図であ
る。
【００７５】
また、図１９に示すように、記録媒体１０９に記録されているデジタル画像データの装置
番号及び使用者名の一覧を表示し、各撮像装置により撮影されたデジタル画像データの表
示有効状態チェックボックス１９０１及び表示無効状態チェックボックス１９０２を選択
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することにより、表示有効が設定された撮像装置により撮影されたデジタル画像データの
みを表示することが可能である。
【００７６】
図１９では、以下の表（２）に示す装置番号と使用者名及びアイコンの色の対応となって
いる。
【００７７】
【表２】

【００７８】
図２０は、図１９に示すように、表示有効状態チェックボックス１９０１が選択されて表
示有効が設定された撮像装置により撮影されたデジタル画像データのみを表示した状態を
示す図である。従って、図２０においては、マイカメラ（装置番号ＩＤ：００００）、佐
藤太郎（装置番号ＩＤ０００２）、田中浩一（装置番号ＩＤ０００３）、ジョンソン（装
置番号ＩＤ０００５）が撮影したデジタル画像データのみが表示されている。
【００７９】
このように、撮像装置の装置番号や使用者名等により表示画像を区別し、選択して表示す
ることで、複数台の撮像装置により撮影されたデジタル画像データを整理して見ることが
可能となり、これらの選択された画像データを、一括してコピーや削除、通信回線への送
信、プリント指定等を行う際にも利用できる。
【００８０】
（その他の実施の形態）
上述した各実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶
媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出して実行すること
によっても、本発明が達成されることは言うまでもない。
【００８１】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した各実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成する
ことになる。
【００８２】
また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、ＲＡＭ、ＮＶ－Ｒ
ＡＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク
、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、
ＤＶＤ－ＲＷ等）、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、他のＲＯＭ等の上記プログラ
ムコードを記憶できるものであれば良く、或いはネットワークを介したダウンロード等を
用いることができる。
【００８３】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した各実
施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピ
ュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または
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全部を行い、その処理によって上述した各実施の形態の機能が実現される場合も含まれる
ことは言うまでもない。
【００８４】
更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した各実施の形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００８５】
以上では、本発明の様々な例と実施形態を説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と
範囲は本明細書内の特定の説明と図に限定されるものではなく、本願特許請求の範囲に全
て述べられた様々な修正と変更に及ぶことが可能であることは言うまでもない。
【００８６】
本発明の実施態様の例を以下に列挙する。
【００８７】
［実施態様１］　撮像手段により撮影した画像データを記録する記録手段と、該記録手段
に記録された画像データを表示する表示手段と、前記画像データを送信及び受信する通信
手段と、装置を識別する装置固有情報とを有する複数台の撮像装置相互間において、前記
通信手段を介して転送（コピーまたは移動）した画像データを前記表示手段に表示するた
めの撮像装置における画像データ表示システムであって、
前記複数台の撮像装置の内のある一つの撮像装置の記録手段に対して、前記一つの撮像装
置とは異なる他の撮像装置の記録手段に記録されている画像データを、前記通信手段を介
して転送した後、前記一つの撮像装置の通信手段と前記他の撮像装置の通信手段との接続
・非接続の状態に拘らず、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録された画像
データを、その表示手段に表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データ
と、前記他の撮像装置により撮影した画像データとを、前記装置固有情報を用いて識別し
て表示するように制御する制御手段を設けたことを特徴とする撮像装置における画像デー
タ表示システム。
【００８８】
［実施態様２］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録さ
れた画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データと、前記
他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なる色の枠を付けて表示するよう
に制御することを特徴とする実施態様１に記載の撮像装置における画像データ表示システ
ム。
【００８９】
［実施態様３］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録さ
れた画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データと、前記
他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なるアイコンを付けて表示するよ
うに制御することを特徴とする実施態様１に記載の撮像装置における画像データ表示シス
テム。
【００９０】
［実施態様４］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録さ
れた画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データ、または
、前記他の撮像装置により撮影した画像データのみを、選択して表示するように制御する
ことを特徴とする実施態様１に記載の撮像装置における画像データ表示システム。
【００９１】
［実施態様５］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録さ
れた画像データを表示する際に、現在選択している画像データと同じ撮像装置により撮影
した画像データのみ表示するように制御することを特徴とする実施態様１に記載の撮像装
置における画像データ表示システム。
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【００９２】
［実施態様６］　前記装置固有情報とは、装置固有の装置番号であり、
前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置の各々は、撮影した画像データに該画像データを
識別するための画像番号を付加するための画像番号付加手段を備えたことを特徴とする実
施態様１に記載の撮像装置における画像データ表示システム。
【００９３】
［実施態様７］　前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置の各々は、記録手段が画像デー
タファイルを備えており、前記画像データファイルは、前記装置番号と画像番号とを含ん
でおり、
前記制御手段は、前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置とを通信手段を介して接続し、
前記一つの撮像装置の記憶手段に対して前記他の撮像装置の記録手段に記録されている画
像データを前記通信手段を介して転送（コピーまたは移動）する際に、前記他の撮像装置
より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置において、前記画像番号付加手段
により新たに発生した画像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、当
該画像データを前記一つの撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴とす
る実施態様６に記載の撮像装置における画像データ表示システム。
【００９４】
［実施態様８］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置の記録手段に対して、前記他の撮
像装置の記録手段に記録されている画像データの内、前記転送操作により前記一つの撮像
装置から転送された画像データを前記通信手段を介して転送する際に、前記他の撮像装置
より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置において、前記画像番号付加手段
により新たに発生した画像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、当
該画像データを前記一つの撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴とす
る実施態様６または７に記載の撮像装置における画像データ表示システム。
【００９５】
［実施態様９］　前記制御手段は、前記一つの撮像装置の記憶手段に対して、前記他の撮
像装置の記録手段に記録されている画像データの内、前記転送操作により前記一つの撮像
装置から転送された画像データを、前記通信手段を介して転送する際に、前記他の撮像装
置より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置内の同一固有画像番号を持つ画
像データの撮影時刻、データサイズ、画像データの内容の何れか１つ以上を比較し、同一
画像データと判断された場合は、画像データの転送は行わず、異なる画像データと判断さ
れた場合は、前記一つの撮像装置において前記画像番号付加手段により新たに発生した画
像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、当該画像データを前記一つ
の撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴とする実施態様６または７に
記載の撮像装置における画像データ表示システム。
【００９６】
［実施態様１０］　撮像手段により撮影した画像データを記録する記録手段と、該記録手
段に記録された画像データを表示する表示手段と、前記画像データを送信及び受信する通
信手段と、装置を識別する装置固有情報とを有する複数台の撮像装置相互間において、前
記通信手段を介して転送（コピーまたは移動）した画像データを前記表示手段に表示する
ための撮像装置における画像データ表示方法であって、
前記複数台の撮像装置の内のある一つの撮像装置の記録手段に対して、前記一つの撮像装
置とは異なる他の撮像装置の記録手段に記録されている画像データを、前記通信手段を介
して転送した後、前記一つの撮像装置の通信手段と前記他の撮像装置の通信手段との接続
・非接続の状態に拘らず、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録された画像
データを、その表示手段に表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データ
と、前記他の撮像装置により撮影した画像データとを、前記装置固有情報を用いて識別し
て表示するように制御する制御工程を設けたことを特徴とする撮像装置における画像デー
タ表示方法。
【００９７】
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［実施態様１１］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録
された画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データと、前
記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なる色の枠を付けて表示するよ
うに制御することを特徴とする実施態様１０に記載の撮像装置における画像データ表示方
法。
【００９８】
［実施態様１２］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録
された画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データと、前
記他の撮像装置により撮影した画像データとに、互いに異なるアイコンを付けて表示する
ように制御することを特徴とする実施態様１０に記載の撮像装置における画像データ表示
方法。
【００９９】
［実施態様１３］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録
された画像データを表示する際に、前記一つの撮像装置により撮影した画像データ、また
は、前記他の撮像装置により撮影した画像データのみを、選択して表示するように制御す
ることを特徴とする実施態様１０に記載の撮像装置における画像データ表示方法。
【０１００】
［実施態様１４］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置において、その記録手段に記録
された画像データを表示する際に、現在選択している画像データと同じ撮像装置により撮
影した画像データのみ表示するように制御することを特徴とする実施態様１０に記載の撮
像装置における画像データ表示方法。
【０１０１】
［実施態様１５］　前記装置固有情報とは、装置固有の装置番号であり、
前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置の各々は、撮影した画像データに該画像データを
識別するための画像番号を付加するための画像番号付加手段を備えたことを特徴とする実
施態様１０に記載の撮像装置における画像データ表示方法。
【０１０２】
［実施態様１６］　前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置の各々は、記録手段が画像デ
ータファイルを備えており、前記画像データファイルは、前記装置番号と画像番号とを含
んでおり、
前記制御工程は、前記一つの撮像装置と前記他の撮像装置とを通信手段を介して接続し、
前記一つの撮像装置の記録手段に対して前記他の撮像装置の記録手段に記録されている画
像データを前記通信手段を介して転送（コピーまたは移動）する際に、前記他の撮像装置
より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置において、前記画像番号付加手段
により新たに発生した画像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、当
該画像データを前記一つの撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴とす
る実施態様１５に記載の撮像装置における画像データ表示方法。
【０１０３】
［実施態様１７］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置の記録手段に対して、前記他の
撮像装置の記録手段に記録されている画像データの内、前記転送操作により前記一つの撮
像装置から転送された画像データを前記通信手段を介して転送する際に、前記他の撮像装
置より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置において、前記画像番号付加手
段により新たに発生した画像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、
当該画像データを前記一つの撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴と
する実施態様１５または１６に記載の撮像装置における画像データ表示方法。
【０１０４】
［実施態様１８］　前記制御工程は、前記一つの撮像装置の記録手段に対して、前記他の
撮像装置の記録手段に記録されている画像データの内、前記転送操作により前記一つの撮
像装置から転送された画像データを、前記通信手段を介して転送する際に、前記他の撮像
装置より転送される画像データに対し、前記一つの撮像装置内の同一固有画像番号を持つ
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画像データの撮影時刻、データサイズ、画像データの内容の何れか１つ以上を比較し、同
一画像データと判断された場合は、画像データの転送は行わず、異なる画像データと判断
された場合は、前記一つの撮像装置において前記画像番号付加手段により新たに発生した
画像番号をファイル名の一部に組み込んだファイルを作成して、当該画像データを前記一
つの撮像装置の記録手段に記録するように制御することを特徴とする実施態様１５または
１６に記載の撮像装置における画像データ表示方法。
【０１０５】
［実施態様１９］　撮像手段により撮影した画像データを記録する記録手段と、該記録手
段に記録された画像データを表示する表示手段と、前記画像データを送信及び受信する通
信手段と、装置を識別する装置固有情報とを有する複数台の撮像装置相互間において、前
記通信手段を介して転送（コピーまたは移動）した画像データを前記表示手段に表示する
ための撮像装置における画像データ表示システムを制御するためのコンピュータ読み取り
可能な制御プログラムであって、前記複数台の撮像装置の内のある一つの撮像装置の記録
手段に対して、前記一つの撮像装置とは異なる他の撮像装置の記録手段に記録されている
画像データを、前記通信手段を介して転送した後、前記一つの撮像装置の通信手段と前記
他の撮像装置の通信手段との接続・非接続の状態に拘らず、前記一つの撮像装置において
、その記録手段に記録された画像データを、その表示手段に表示する際に、前記一つの撮
像装置により撮影した画像データと、前記他の撮像装置により撮影した画像データとを、
前記装置固有情報を用いて識別して表示するように制御する制御工程を制御プログラムコ
ンピュータに実行させるためのプログラムコードから成ることを特徴とする撮像装置にお
ける画像データ表示システムの制御プログラム。
【０１０６】
［実施態様２０］　実施態様１９に記載の制御プログラムを格納したことを特徴とする記
憶媒体。
【０１０７】
【発明の効果】
本発明によれば、複数台の撮像装置により撮影された画像データを互いに転送し、１台の
撮像装置に纏めて表示する際に、容易に区別して表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置の構成を示す正面側から見た斜視図で
ある。
【図２】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置の構成を示す背面側から見た斜視図で
ある。
【図３】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ表示例を
示す図である。
【図４】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ表示構成
を示す図である。
【図５】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置の内部構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ管理方法
を示す図である。
【図７】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における撮影操作の動作の流れを示す
フローチャートである。
【図８】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における１枚コピー操作の動作の流れ
を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における各デジタルカメラのデジタル
画像データと、各デジタルカメラの接続との関連状態を示す図である。
【図１０】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるコピー操作の動作の流れを
示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における撮影操作の動作の流れを示
すフローチャートである。
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【図１２】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるコピー操作の動作の流れを
示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における転送先デジタルカメラのデ
ジタル画像データ管理方法を示す図である。
【図１４】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ表示動
作の流れを示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第一の実施の形態に係る撮像装置における表示画像番号の１枚画像表
示動作の流れを示すフローチャートである。
【図１６】本発明の第二の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ表示例
を示す図である。
【図１７】本発明の第二の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ表示構
成を示す図である。
【図１８】本発明の第二の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタル画像データ選択表
示例を示す図である。
【図１９】本発明の第二の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタルカメラの選択表示
例を示す図である。
【図２０】本発明の第二の実施の形態に係る撮像装置におけるデジタルカメラの選択表時
のデジタル画像データ表示例を示す図である。
【符号の説明】
１００　　　デジタルカメラ本体
１００ａ　　別のデジタルカメラ
１０２　　　レンズ鏡筒
１０３　　　撮影用光学ファインダ
１０４　　　ストロボ発光部
１０５　　　通信コネクタ
１０５ａ　　別にデジタルカメラの通信コネクタ
１０６　　　内蔵マイク（マイクロフォン）
１０７　　　表示部
１０８　　　操作スイッチ（操作部）
１０９　　　記録媒体（記録部）
１１０　　　内蔵スピーカ
３０１　　　再生操作部材（ＰＬＡＹ）
３０２　　　メニュー操作部材（ＭＥＮＵ）
３０３　　　第１の操作部材（←：前に戻る）
３０４　　　第２の操作部材（ＳＥＴ）
３０５　　　第３の操作部材（→：後へ進む）
３０６　　　第４の操作部材（ＭＵＬＴＩ）
３０７　　　第５の操作部材（ＤＥＬ）
３０８　　　デジタル画像データ１行目表示行
３０９　　　デジタル画像データ２行目表示行
３１０　　　デジタル画像データ３行目表示行
３１１　　　デジタル画像データ１列目表示行
３１２　　　デジタル画像データ２列目表示行
３１３　　　デジタル画像データ３列目表示行
３１４　　　デジタル画像データ選択用カーソル
３１５　　　スクロールバー
４００　　　デジタル画像データ選択用カーソル
４０１　　　撮像装置識別用色付き枠
４０２　　　デジタル画像データ
５００　　　マイクロコンピュータ(制御部)
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５０１　　　フラッシュＲＯＭ
５０２　　　メモリ
５０３　　　レンズ制御部
５０４　　　絞り制御部
５０５　　　シャッタ制御部
５０６　　　撮像素子制御部
５０７　　　第１の（画像用）Ａ／Ｄ変換部
５０８　　　画像処理部
５０９　　　第２の（音声用）Ａ／Ｄ変換部
５１０　　　第１の信号処理部
５１１　　　第２の信号処理部
５１２　　　表示制御部
５１３　　　第３の信号処理部
５１４　　　Ｄ／Ａ変換部
５１５　　　通信制御部
６００　　　デジタルカメラ（０）
６０１　　　デジタルカメラ（１）
６０２　　　デジタルカメラ（２）
６０３　　　デジタルカメラ（３）
６０４　　　デジタルカメラ（４）
６０５　　　デジタルカメラ（５）
９０１　　　デジタルカメラの接続ライン
１７０１　　撮像装置識別用色付きアイコン
１７０２　　使用者名表示
１７０３　　固有画像番号表示
１７０４　　画像番号表示
１７０５　　デジタル画像データ選択用カーソル
１７０６　　デジタル画像データ
１９０１　　有効状態チェックボックス
１９０２　　無効状態チェックボックス
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(26) JP 4101043 B2 2008.6.11

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   5/76-5/95
              H04N   5/225


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

